
第１３号議案 

 

 

 

   中野区長等の給料等に関する条例の一部を改正する条例 

 

 

 

 上記の議案を提出します。 

 

 

 

  令和８年２月９日 

 

 

 

提出者 中野区長  酒 井 直 人    

 

 

 

 

 

 

（提案理由） 

 区長、副区長、教育長及び常勤の監査委員の給料及び期末手当の額

を改める必要がある。 

 



   中野区長等の給料等に関する条例の一部を改正する条例 

 

中野区長等の給料等に関する条例（昭和３１年中野区条例第１５号）

の一部を次のように改正する。 

第２条の表区長の項中「１，２６４，６００円」を「１，３０６，

３００円」に改め、同表副区長の項中「１，０１５，２００円」を

「１，０４８，７００円」に改め、同表教育長の項中「８８９，９０

０円」を「９１９，３００円」に改め、同表常勤の監査委員の項中

「８０８，５００円」を「８３５，２００円」に改める。 

第５条第２項中「１００分の１９７」を「１００分の１９９」に、

「１００分の１７３．５」を「１００分の１７５．５」に改める。 

   附 則 

 この条例は、令和８年３月１日から施行する。 


